
長浜市告示第１１号 

 

 長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成18年長浜市条例第58号）

第７条第１項の規定に基づき、指定管理者として次のとおり指定したので、同条第２項の

規定に基づき告示する。 

 

  令和８年１月６日 

長浜市長 浅見 宣義 

 

公の施設の名称 
指定管理者 

指定期間 
（所在地） （名称） 

湖北みずどりステー

ション 

長浜市湖北町尾

上１０７番地 

４Ｂ合同会社 

代表社員 

山本 享平 

令和８年４月１日から 

令和１３年３月３１日ま

で 

 

 

 


